
  資料１ 

 

令和７年マンション関係法改正等に伴う 

マンション標準管理規約の見直しに関する検討会規約 

 

（名称）  

第１条 本会は「令和７年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の

見直しに関する検討会」（以下「検討会」という。）と称する。 
 
（目的）  

第２条 検討会は、令和７年マンション関係法（建物の区分所有等に関する法律等）

の改正に伴い、影響が生じる「マンション標準管理規約」について、マンションに

関する学識経験者、業界団体等の知見を踏まえ、実務上広く受け入れられる見直し

を行うため検討を行うことを目的とする。 
 
（委員の任命）  

第３条 検討会の委員は、マンションの管理等に関する学識経験又は専門知識のある

者のうちから、国土交通省住宅局長が任命する。 
 
（座長の任命等）  

第４条 検討会には座長を置く。 
２ 座長は、国土交通省住宅局が選任する。 
３ 座長は、議長として検討会の議事を整理する。 
４ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、検討会に出席してそ

の意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 
 
（検討会の議事）  

第５条 検討会の議事は、公開とする。 
２ 検討会の議事概要については、委員に確認の上、国土交通省のホームページにお

いて公開する。 
３ 検討会の資料については、国土交通省のホームページにおいて公開する。ただし、

座長が必要と認めるときは、その一部を非公開とすることができる。 
 
（事務局）  

第６条 検討会の事務局は、国土交通省住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当）

付に置く。 
 
（雑則）  

第７条 この規約に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定め

る。 


